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年
金
支
給
額
の
削
減
、
４
月
に

は
消
費
税
率
が
８
％
に
増
税
さ

れ
、
６
月
か
ら
住
民
税
の
復
興
増

税
、
１
０
月
に
は
厚
生
年
金
保
険

料
の
引
き
上
げ
な
ど
が
わ
た
し

た
ち
の
生
活
を
直
撃
し
ま
す
。

「
１
４
春
闘
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で

は
、
３
年
連
続
の
一
時
金
カ
ッ
ト

も
あ
り
、
生
活
が
や
や
、
か
な
り

苦
し
い
は
６
６
・
２
％
（
正
規
社

員
）
、
６
７
・
９
％
（
期
間
雇
用

社
員
）
と
な
っ
て
お
り
賃
金
引
き

上
げ
は
待
っ
た
な
し
で
す
。 

 

働
く
者
の
ふ
と
こ
ろ
が
潤
え

ば
消
費
も
拡
大
し
ま
す
。
賃
上
げ

は
経
済
の
好
循
環
を
実
現
し
ま

す
。
大
企
業
が
た
め
込
ん
だ
２
７

０
兆
円
の
内
部
留
保
の
一
部
を

賃
上
げ
に
活
用
す
べ
き
で
す
。 

 
 

  

「
昼
休
み
時
間
に
な
っ
て
も
ほ

と
ん
ど
帰
局
し
て
い
な
い
」
「
年

休
が
全
く
取
れ
な
い
。
休
み
が
取

れ
な
い
の
で
辞
め
る
ゆ
う
メ
イ

ト
も
い
る
」
「
超
勤
が
前
提
の
人

員
配
置
に
な
っ
て
い
る
」
な
ど
な

ど
。
何
処
の
職
場
で
も
新
採
は
ほ

と
ん
ど
無
く
、
退
職
者
の
後
補
充

も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

結
果
、
交
通
事
故
や
郵
便
事
故

が
後
を
絶
た
な
い
の
が
現
実
で

す
。
年
金
受
給
開
始
年
齢
が
引
き

上
げ
ら
れ
る
中
、
定
年
は
も
ち
ろ

ん
、
６
５
歳
ま
で
働
け
る
職
場
環

境
が
必
要
で
す
。
増
員
は
、
長
時

間
過
密
労
働
を
無
く
し
サ
ー
ビ

ス
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。 

   

日
本
は
雇
用
全
体
の
３
７
％

が
非
正
規
雇
用
で
正
規
は
減
少

し
て
い
ま
す
。
日
本
郵
便
で
は
、

正
規
社
員
５
４
％
に
対
し
、
期
間

雇
用
社
員
等
は
４
６
％
で
す
。

（
昨
年
４
月
時
点
、
８
時
間
換
算

の
労
働
力
数
） 

 

政
府
は
、
労
働
者
派
遣
法
を
改

悪
し
、
無
期
限
派
遣
を
容
認
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
解
雇

の
自
由
化
、
残
業
代
ゼ
ロ
を
合
法

化
す
る
な
ど
非
正
規
の
拡
大
と

人
件
費
削
減
を
狙
っ
て
い
ま
す
。 

 

い
ま
、
政
府
が
や
る
こ
と
は
労

働
者
派
遣
法
の
抜
本
改
正
、
均
等

待
遇
の
ル
ー
ル
を
確
立
し
、
非
正

規
社
員
か
ら
正
社
員
へ
の
道
を

広
げ
、
働
く
人
の
所
得
を
増
や
す

こ
と
で
す
。 

 

今
春
闘
で
は
、
働
く
者
が
団
結

し
安
倍
政
権
の
雇
用
、
く
ら
し
、

い
の
ち
、
平
和
破
壊
の
暴
走
に
ス

ト
ッ
プ
を
か
け
ま
し
ょ
う
。 

労働相談・組合加入は・・・電話０３－３５３５－５４４７   piwutokyo@yahoo.co.jp 
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２
０
１
４
年
春
闘
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
は
た
ら
く
も
の
の
賃
金
、

労
働
条
件
、
雇
用
を
改
善
さ
せ
、
安
倍
政
権
の
憲
法
改
悪
、
雇
用
・
く

ら
し
破
壊
、
原
発
再
稼
働
等
の
暴
走
政
治
に
労
働
者･

国
民
が
共
同
し

て
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
春
闘
で
す
。 

郵
政
産
業
ユ
ニ
オ
ン
は
、
賃
金
引
き
上
げ
を
は
じ
め
、
大
幅
増
員
、

非
正
規
社
員
の
正
社
員
化
と
均
等
待
遇
等
を
求
め
て
「
行
動
す
る
春

闘
」
を
展
開
し
ま
す
。
ご
一
緒
に
行
動
し
ま
し
ょ
う
。 

＝賃上げ要求額＝ 

・ 正 社 員―20,000 円引き上げ 

・ 短時間社員―10,000円引き上げ 

・ 月給制社員―20,000円引き上げ 

・ 時給制社員―時給 1５0 円引き 

   上げ最低 1,200 円以上に 

・ 再雇用社員 

フルタイム―20,000円引き上げ 

ハーフ  ―10,000円引き上げ  

その他、各種手当ての引き上げ、

大幅増員、正社員化と均等待遇等を

求めます。 

 


